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第Ⅲ部 案件形成調査事業における環境社会配慮 
１．基本的な考え方 

（１） 前提 

・第Ⅲ部において示される環境社会配慮は、経済産業省から受託の「地球環境・プラ 

ント活性化事業等調査」、「開発途上国民活事業環境整備支援事業実現可能性調査」

段階に進めるべきかを評価する 1つの材料を提供すると共に、次の段階に進む場合
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・ 担当部は、採択案件の提案者に対し、案件の環境社会影響の程度に応じた環境社会配

慮調査項目も含む、調査の実施計画書の提出を求める。 

・ 担当部は、提出された実施計画書が当該案件に相応しい環境社会配慮調査項目を含ん

だものであることを、本ガイドライン別紙２「調査報告書における環境社会配慮に関

する項目の記述要領」に基づき確認した上で、案件の委託契約を締結する。 


